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第２節 特許庁 

１. 2015 年度の知的財産政策及び知的財産活動に関する

主な動き（総論） 

１．１．知的財産政策のおもな動き 

近年、企業活動のグローバル化、第４次産業革命の進展

と産業構造の変化等、知的財産を取り巻く状況は急速に変

化している。このような状況下にあって、我が国企業の事

業活動は多様化し、企業にとっては新たな時代に対応した

より高度かつ複雑な知財戦略に対応することが必要とな

りつつある。知的財産行政の中核を担う特許庁としても、

このような企業の多様な知財戦略を支援し、円滑にイノベ

ーションが起こせるよう、様々な施策に取り組んでいる。 

特許審査に関しては、任期付審査官の活用や先行技術文

献調査の下調査の外注の拡充等を通じて、審査処理能力を

維持・向上させ、2015 年度には、年度内に審査が終了す

る案件の権利化までの平均期間を 16 か月未満にするとと

もに、年度内に一次審査が行われる案件の一次審査通知ま

での平均期間を 11 か月未満にするという同年度の目標を

達成した。また、審査の質の一層の向上を図るための取組

の一環として、産業構造審議会知的財産分科会の下に設置

された審査品質管理小委員会により、2015 年４月に報告

書「審査品質管理の充実に向けて（平成 26 年度）」がとり

まとめられた。これを踏まえ、特許庁は「審査の品質管理

において取り組むべき事項（平成 27 年度）」を定めて審査

の品質管理システムを強化し、2016 年３月には、年度明

け早々の報告書とりまとめを念頭に、同小委員会により、

2015 年度の審査品質管理の実施体制・実施状況に対する

評価及び改善提言の検討が行われた。 

また、市場のグローバル環境が大きく変貌を遂げる中で、

企業が知財を海外で円滑に活用するための取組が重要で

ある。そこで、経済産業省は、世界の特許出願件数の約８

割を占める日米欧中韓の五大特許庁において、制度や運用

の調和等に関する協力を進めている。さらに、第一庁で特

許可能と判断された出願について、出願人の申請により、

第二庁において簡易な手続で早期審査が受けられるよう

にする「特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）」を拡大している。 

同時に、経済成長著しいＡＳＥＡＮにおける日系企業の

事業活動の支援のため、ＡＳＥＡＮに対する協力を強化し

ており、2015 年５月に奈良で開催された第５回日ＡＳＥ

ＡＮ特許庁長官会合では、国際出願制度（マドリッド・プ

ロトコル）特有の実務、特許審査の品質管理、知的財産庁

における人材育成と審査業務管理についての我が国特許

庁の知見の共有の強化を含む、2015 年度の協力プログラ

ムを策定するとともに、2016 年度以降も知的財産協力を

深化させることを確認し、「日ＡＳＥＡＮ知的財産共同声

明」を採択した。さらに、知的財産活用支援として、知財

マネジメントに関する専門人材（知的財産プロデューサー）

や、海外駐在経験のある知財専門人材（海外知的財産プロ

デューサー）の派遣による研究開発コンソーシアムや中小

企業等への支援を実施している。 

また、環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ協定）が

2016 年２月に署名されたことを受け、本協定の実施を確

保するための必要な措置の検討を行った。 

産業構造審議会知的財産分科会にて審議を行い、その審

議を踏まえ策定した特許法の改正案及び商標法の改正案

を含む、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係

法律の整備に関する法律案が、2016 年３月８日に閣議決

定され、同日、第 190 回通常国会へ提出された。 

各都道府県に設置された「知財総合支援窓口」に、2014 

年度から定期的に配置している弁理士や弁護士といった

知的財産の専門家の数を 2015 年度には倍増し、中小企業

等の知的財産に関する専門的な相談にも迅速に対応でき

るように体制強化を行った。また、中小企業等の知財戦略

に関する相談や、発明の秘匿化に際しての具体的手法等に

関する相談を受け付ける営業秘密知財戦略窓口を、2015

年２月、独立行政法人工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩ

Ｔ）に新たに設置した。 
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１．２．企業における知的財産活動 

（１）我が国企業等における知的財産担当者数 

知的財産活動調査の結果によると、2014 年度の業種別

１者当たりの知的財産担当者数は以下のとおりとなった。

「電気機械製造業」が 19.0 人と最も多く、次いで「輸送

用機械製造業」が 11.5 人、「鉄鋼・非鉄金属製造業」が

9.8 人、「化学工業」が 7.9 人、「業務用機械器具製造業」

が 7.9 人、「医薬品製造業」が 7.3 人となっており、これ

らの業種では全体平均を上回った。 

 

 

 

  

 

 

（２）我が国企業等における知的財産活動費の現状 

2014 年度の我が国企業等の知的財産活動に要する費用

の平均は、以下のとおりであった。 

内訳をみると、ほとんどの業種において出願系費用の占

める割合が最も多く、知的財産活動費全体に与える影響が

大きいことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（３）我が国企業等における特許権の利用状況 

2013 年度から 2014 年度にかけて権利所有件数は約 4.6

万件増加した。2014 年度の利用率（利用件数／所有件数）

は 48.9％であり、2007 年度から５割程度で推移している。

また、防衛目的件数の割合は 35.3％と増加した。 

特許権の利用率は業種によって異なっている。「業務用

機械器具製造業」において利用割合が最も高く、「電気機

械製造業」、「その他の非製造業（金融・保険業、不動産業、

物品賃貸業、専門サービス業等）」が続いた。 

※全体推計値については、調査票の回答結果を基に我が国

全体についての推計を行った数値であることに留意する

必要がある。 

平均知的財産活動費 (百万円)

全体 2,964 170.2 111.0 2.9 36.1 17.7
建設業 125 44.7 23.4 1.6 16.6 3.1
食品製造業 157 66.0 35.3 0.4 21.5 7.1
繊維・ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙製造業 64 90.4 62.6 2.0 20.8 5.6
医薬品製造業 82 243.8 131.9 2.0 56.0 53.4
化学工業 222 307.9 212.6 3.9 68.8 26.4
石油石炭・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ｺﾞﾑ・窯業 222 151.0 101.2 2.4 39.6 10.5
鉄鋼・非鉄金属製造業 62           261.4 188.6 3.5 61.2 13.9
金属製品製造業 122 43.0 28.7 1.4 11.0 1.9
機械製造業 182 174.7 128.9 3.3 34.6 12.2
電気機械製造業 293 632.2 401.1 9.7 99.0 79.4
輸送用機械製造業 137 299.8 216.3 4.5 76.5 19.0
業務用機械器具製造業 107 313.2 213.0 7.1 66.1 26.5
その他の製造業 166 81.6 57.7 1.5 20.0 5.1
情報通信業 108 48.1 21.0 1.2 14.9 10.7
卸売・小売等 323 9.0 5.8 0.1 2.1 1.0
その他の非製造業 257 24.3 13.2 0.4 8.0 2.9
教育・TLO・公的研究機関・公務 247 80.5 41.5 3.7 24.1 12.1
個人・その他 88 1.1 0.9 0.0 0.1 0.1

補償費
出願系費

用
その他費用人件費

業種 標本数

図 1：業種別の知的財産担当者数（１者当たりの平均値） 

図２：業種別の知的財産活動費（１者当たりの平均） 

（ア）出願系費用 
産業財産権の発掘から権利取得、権利の維持に要した費用

（弁理士費用等の外注費を含む。他者からの譲受は除く。） 
（イ）補償費 

企業等の定める補償制度（職務発明規程等）に基づいて発

明者、創作者等に支払った補償費 
（ウ）人件費 

企業等で知的財産業務を担当する者の雇用に係る費用の

直近の会計年度総額 
（エ）その他費用 

上記の３分類に含まれない費用（知的財産権に係る企画、

調査、教育などのその他の経費、知的財産に関する業務遂
行に必要な固定資産の減価償却費及びリース料） 
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2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

1,086,802 1,136,566 1,199,184 1,255,489 1,346,804 1,464,176 1,570,897 1,616,472

うち、利用件数 544,785 584,994 597,519 681,059 711,773 755,209 816,825 790,752

うち、未利用件数 542,017 551,572 601,665 574,430 635,031 708,967 754,072 825,720

　うち防衛目的件数 328,467 334,564 348,028 350,946 415,630 471,041 479,029 569,938

国内特許権所有件数（件）

（資料）特許庁「平成27年度知的財産活動調査報告書」

うち利用件数 うち未利用件数 利用率
全体 57,657 1,616,472 790,752 825,720 48.9%
建設業 2,248 53,298 27,043 26,256 50.7%
食品製造業 2,785 23,137 10,239 12,898 44.3%
繊維・ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙製造業 1,347 20,262 11,154 9,108 55.0%
医薬品製造業 376 11,760 4,294 7,466 36.5%
化学工業 1,075 229,034 94,579 134,456 41.3%
石油石炭・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ｺﾞﾑ・窯業 1,770 114,064 58,715 55,349 51.5%
鉄鋼・非鉄金属製造業 379 68,761 24,270 44,491 35.3%
金属製品製造業 1,411 49,113 26,195 22,918 53.3%
機械製造業 2,265 133,077 70,052 63,025 52.6%
電気機械製造業 1,980 296,405 175,228 121,177 59.1%
輸送用機械製造業 586 168,570 67,070 101,500 39.8%
業務用機械器具製造業 788 176,544 118,337 58,206 67.0%
その他の製造業 1,957 102,273 39,280 62,993 38.4%
情報通信業 2,863 31,425 10,700 20,724 34.1%
卸売・小売等 11,460 30,636 12,933 17,703 42.2%
その他の非製造業 7,689 48,857 27,411 21,446 56.1%
教育・TLO・公的研究機関・公務 844 54,823 10,739 44,084 19.6%

対象数
国内権利保有件数（件）

業種

（資料）特許庁「平成27年度知的財産活動調査報告書」

図 24：国内における業種別の特許権の利用率 
 （全体推計値） 

図４：国内における業種別の特許権所有件数及び
その利用率 （全体推計値） 

図３：国内における特許権所有件数及びその利用率
の推移（全体推計値） 
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１．３．大学における知的財産活動 

  知的財産の創造において、我が国の研究資源の多くを

有する大学の役割は大きい。このような認識の下、全国各

地で大学知的財産本部や技術移転機関（ＴＬＯ）が設置さ

れ、また、広域大学知的財産アドバイザーの派遣や特許

料・審査請求料の減免措置などの施策も導入されてきた。 

近年の産学連携の取組の推進とオープン・イノベーショ

ンの進展を背景に、大学等における共同研究及び受託研究

の件数は増加傾向で推移している。2014 年度の大学等に

おける共同研究件数は、前年度より 1,419 件増加して

22,755 件（図５参照）、受託研究件数は前年度より 811 件

増加して 23,023 件（図６参照）であった。 

大学等からの特許出願件数を見ると、2004 年には 5,000

件弱であったが、2005 年には 7,000 件を超え、2004 年の

国立大学法人化を境に急激に増加した。その後、2007 年

をピークに漸減傾向にあったが、2015 年の特許出願件数

は前年比 1.0％増の 6,967 件であった（図７参照）。 

大学等からの特許出願の審査状況を見ると、2015 年に

審査結果が出たもののうち、特許査定されたものは全体の

73％（特許査定率）であった（図８参照）。 

2015 年の大学等によるＰＣＴ国際出願の公開件数ラン

キングを見ると、第１位から第７位までを米国の大学が独

占した。他方、日本、韓国、中国、シンガポールの大学が

30 位以内に 14 校ランクインするなど、アジア圏の大学も

積極的に国際的な権利取得を行っている状況がうかがえ

る。我が国の大学は 30 位以内に５校含まれており、最高

位は第９位の東京大学である（図９参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６：大学等における受諾研究件数の推移（相手先別） 
 

図５：大学等における共同研究件数の推移（相手先別） 

（備考）単位未満は四捨五入 

（資料）文部科学省「平成 26 年度 大学等における産学連携等実施状況について」を基に特許

庁作成 

 

（備考）単位未満は四捨五入 

（資料）文部科学省「平成 26 年度 大学等における産学連携等実施状況について」を基に特許

庁作成 
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（備考）・最初に記載された出願人名を基に数えている 

    ・出願件数は、2015 年に国際公開された出願の件数である 

（資料）WIPO ウェブサイトの記事「U.S Extends Lead in International Patent and Trademark 

Filings」（2016 年 3月 16 日）の項目「Top PCT applicants」を基に特許庁作成  

図９：ＰＣＴ 国際出願の公開件数上位 30 位にランク
インした国内外の大学（2015 年） 

 
 
 
 
 
 

図７：我が国の大学等からの特許出願件数及びグローバル
出願率の推移 

図８：我が国の大学等からの特許出願の審査結果状況の推移 

（備考）出願人が大学長又は大学を有する学校法人名の出願及び承認 TLO の出願を検索・集計。 

（資料）特許庁作成 

 

（備考）出願人が大学長又は大学を有する学校法人名の出願及び承認 TLO の出願を検索・集計。

企業等との共同出願を含む。 

（資料）特許庁作成 
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２．産業財産権をめぐる動向 

２．１．特許 

過去 10 年間の特許出願件数の推移を見ると、2006 年

以降漸減傾向で推移しており、2015 年は 31.9 万件（前年

比 2.2％減）であった。他方、日本国特許庁を受理官庁と

した特許協力条約に基づく国際出願（ＰＣＴ国際出願）の

件数は、2014 年を除き、一貫して増加傾向を示しており、

2015 年は 4.3 万件（前年比 4.4％増）と、過去最高とな

った。このように、かつては国内偏重の出願構造であった

が、現在はＰＣＴ 国際出願の活用が進んでいる。これは、

研究開発や企業活動のグローバル化が大きく進展し、国内

のみならず国外での知財戦略の重要性も一層増している

こと、知財戦略における量から質への転換に伴い、出願人

による出願の厳選が進んでいることなどが背景にあるも

のと考えられる。 

2001年 10月以降の出願について審査請求期間が７年か

ら３年に短縮されたことにより、審査請求件数の一時的な

増大が生じていたが、これも 2008 年９月末をもって終了

した。2009 年以降は横ばいで推移し、2015 年の審査請求

件数は、24.1 万件であった。 

 

 

 

 

（備考）特許出願件数は国内出願件数と特許協力条約に基づく国際出願

（ＰＣＴ国際出願）のうち国内移行した出願件数の合計数である。また、

ＰＣＴ国際出願については国内書面の受付日を基準としてカウントして

いる。 

 

 

 

また、知的創造、権利設定、権利活用の知的創造サイク

ルを加速する上で、権利化までの期間の短縮を求めるニー

ズが高まってきたことから、2014 年３月に、新たな 10 年

目標として、2023 年度までに特許の「権利化までの期間」

1（標準審査期間）と「一次審査通知までの期間」をそれ

ぞれ、平均 14 か月以内、平均 10 か月以内とする目標を設

定し、その目標達成に向け着実に取り組んでいる。 

 

 

 

（備考） 

・ＪＰＯの一次審査通知までの期間及び最終処分期間の数値は、2014 年

度平均。 

・ＪＰＯ及びＫＩＰＯ の一次審査通知までの期間は、審査請求日から一

次審査までの平均期間。 

・ＵＳＰＴＯの一次審査通知までの期間は、出願日から一次審査までの平

均期間。 

・ＥＰＯの一次審査通知までの期間は、出願日から特許性に関する見解を

伴う拡張欧州調査報告の発行までの期間の中央値。 

・ＳＩＰＯの一次審査通知までの期間は、審査請求後の実体審査開始から

一次審査までの平均期間。 

・ＪＰＯの最終処分期間、すなわち権利化までの期間（標準審査期間）は、

審査請求日から取下げ・放棄又は最終処分を受けるまでの平均期間（出

願人が制度上認められている期間を使って補正等をすることによって特

許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場合等を除く）。 

・ＵＳＰＴＯの最終処分期間は、出願日から放棄又は最終処分を受けるま

での平均期間（植物特許、再審査を含む）。 

・ＥＰＯの最終処分期間は、実体審査開始から最終処分までの期間の中央

値。 

・ＳＩＰＯの最終処分期間は、実体審査開始から最終処分までの平均期間。 

・ＫＩＰＯの最終処分期間は、各年に最終処分を受けた全出願の最終処分

までに要した審査期間（総月数）を各年の最終処分件数で除した値。 

（資料）ＩＰ５ Statistics Report 2014 を基に特許庁作成。

                                            
1 出願人が制度上認められている期間を使って補正等をするこ

とによって特許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場

合等を除く 

図 12：各国特許庁における「権利化までの期間」 

（2014 年平均） 

図 10：出願件数の推移 

図 11：ＰＣＴ国際出願件数の推移 
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2005 年に 170.3 万件であった世界の特許出願件数は、こ

の 10 年間で 1.6 倍に増加し、2014 年には 268.1 万件に達

した。2009 年の世界の特許出願件数は居住者、非居住者

共に減少していたが、2010 年以降増加に転じており、2014

年は前年比 4.4％増となっている。2014 年の世界の特許出

願件数の伸びは、主に、中国国家知識産権局への特許出願

の大幅な増加によるものである。 

非居住者による特許出願件数を見ると、この 10 年間で

1.3 倍に増加し、2014 年には 88.1 万件に達した。特に、

非居住者による特許出願のうちＰＣＴ国際出願の国内移

行件数は、2005 年に 31.4 万件であったのに対し、2014

年には 50.2 万件（全体の５割強）となっており、ＰＣＴ

国際出願制度の利用が活発化したことがうかがえる。 

 

 

 

 

 

ＰＣＴ国際出願件数の推移を出願人居住国別に見ると、

2015 年の日本からの出願件数は、2011 年から 13.3％増

44,051 件と、過去最高を記録し、引き続き第 2 位となっ

ている。出願人居住国別の割合を見ると、2011 年と 2014

年のいずれにおいても上位10か国で全体の約85％を占め

ている。米国は全体の 26.2％を占め、引き続き第 1 位と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

日本国特許庁（ＪＰＯ）、米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）、

欧州特許庁（ＥＰＯ）、中国国家知識産権局（ＳＩＰＯ）、

韓国特許庁（ＫＩＰＯ）における特許出願件数の動向を以

下に示す。 

 2015 年のＪＰＯにおける出願件数は 31.9 万件であり、

前年より微減した。五大特許庁の中では、前年と同様ＳＩ

ＰＯにおける出願件数の増加が際立っている（前年比

19％増）。 

2015 年の五大特許庁の特許登録件数を見ると、ＵＳＰ

ＴＯ 及びＥＰＯ では内国人による登録は５割程度であ

るのに対し、ＪＰＯ、ＳＩＰＯ、ＫＩＰＯ では内国人に

よる登録はそれぞれ 77％、73％、78％を占めており、登

録構造に大きな違いが見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13：世界の特許出願件数の推移 

図 15：ＰＣＴ加盟国数及びＰＣＴ出願件数の推移 

図 14：非居住者による特許出願件数の出願ルート別内訳の推移 

図 16：出願人居住国別のＰＣＴ国際出願件数の推移 
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 2015 年の日本人による外国への特許出願は、それぞれ

ＵＳＰＴＯへ 85,706 件（前年比 1.1％減）、ＳＩＰＯへ

40,078件（同 0.9％減）、ＥＰＯへ 21.426件(同 3.1％減)、

ＫＩＰＯへ 15,283 件（同 2.4％減）であった。 

2015 年の日本人によるＵＳＰＴＯ・ＥＰＯ・ＳＩＰＯ・

ＫＩＰＯでの特許登録件数は、それぞれＵＳＰＴＯ にお

いて 52,409 件（前年比 2.7％減）、ＳＩＰＯ において

36,418 件（同 37.4％増）、ＥＰＯ において 10,585 件（同

4.8％減）、ＫＩＰＯ において 9,615 件（同 28.4％減）で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年における五大特許庁間の特許出願件数と特許登

録件数を見ると、ＪＰＯ、ＥＰＯ、ＳＩＰＯ、ＫＩＰＯか

ら他庁への出願・登録は、いずれもＵＳＰＴＯへのものが

最も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17：五大特許庁における特許出願件数の推移 

（備考）ＥＰＯについては、特許査定件数を記載 

     

図 20：日本人による主要特許庁への特許登録件数の推移 

図 18：五大特許庁における特許登録件数 

（備考）ＵＳＰＴＯ Utility Patent が対象 

 

 

 

（備考）ＵＳＰＴＯ Utility Patent が対象 

ＥＰＯ   特許査定件数を表す 

 

 

 

 

図 19：日本人による主要特許庁への特許出願件数の推移 
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（備考）・米国は、Utility Patent が対象。 

     ・枠内の数値は、各国・機関における 2014 年の特許出願件数、特許登録件数の合計を示す。 

・欧州からの件数は、2014 年末時点のＥＰＣ加盟国の出願人による出願件数、特許登録件数を示す。 

・欧州への件数は、欧州特許庁分のみを計上しており各ＥＰＣ加盟国への出願・特許登録件数は含まれていない。 

 

図 21：五大特許庁間の特許出願状況（2014 年） 

 

 

 

図 22：五大特許庁間の特許登録状況（2014 年） 
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２．２．商標 

2015年の商標登録出願件数＊は、147,283件であり、

2014 年と比べて 18.4％増となった。 

出願件数の内訳を見ると、国際商標登録出願は

2014 年と比べて 26.1％増となった。それ以外の商標

登録出願件数は 2014年と比べて 17.5％増加している。 

2015 年度における、出願から審査結果の最初の通

知が発送されるまでの期間（ＦＡ期間）は、平均 4.3

か月となった。 

＊国際商標登録出願を含む。 

 

 

2014 年の主要国･機関における商標登録出願件数

の推移は下に示す通りである。中国は、2013 年と比

べて 13.8％の増加となっており、大幅な増加傾向が

続いている。ただし、中国は他の主要国と異なり、国

際登録出願以外の商標登録出願については１出願１

区分の制度を採用しているため、出願件数が多くなる

ことに注意が必要である（中国商標法の改正により、

2014 年５月からは一出願多区分制に移行）。 

 

 

2015 年の日本人による主要国・機関への商標登録

出願件数の推移は、下に示す通りである。2014 年に

比べて、米国への出願は、12.7％増、欧州（ＥＵＩＰ

Ｏ）への出願は 14.9％増、韓国への出願は 1.7％増と

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 23：商標審査の平均ＦＡ期間の推移 

 

図 25：日本人による主要国・機関への商標登録出願件数

の推移 

 

 

 

図 24：主要国・機関における商標登録出願件数の推移 
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  図 26：日米欧中韓間の商標登録出願状況（区分数、2014 年） 
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２．３．意匠 

過去 10 年間の意匠登録出願件数の推移をみると、

2009 年以降多少の増減を繰り返しながらほぼ横ばい

で推移しており、2015 年は前年比 0.6％増の 29,903 

件であった。その内訳をみると、国際意匠登録出願件

数は 452 件、それ以外の意匠登録出願件数は 29,451 

件であった。 

2015 年度における出願から一次審査通知までの期

間（ＦＡ 期間）は平均 6.1 か月であり、着実に短縮

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年に大幅に減少した中国の意匠登録出願

件数は、2015 年には前年比0.8％増とほぼ横ばい

であった。その他主要国・機関における2015 年の

意匠登録出願件数について、欧州（ＥＵＩＰＯ）

（意匠数前年比1.5％減）は減少したが、日本（前

年比0.6％増）、米国（前年比10.5％増）、韓国（意

匠数前年比3.9％増）はいずれも増加した。 

 

 

 日本人による米国、欧州（ＥＵＩＰＯ）、中

国、韓国への出願件数は、世界的な景気後退の

影響を多分に受けた2009 年に落ち込み、その

後回復を示したが、近年再び減少に転じている。

2015 年は米国を除いて減少した。 

主要国・機関間の各国居住者による他国への

意匠登録状況を見ると、日本居住者、欧州居住

者及び韓国居住者は中国への登録が最も多い。

また、米国居住者及び中国居住者は欧州への登

録が最も多い。 
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 図 31：日本人による外国への意匠登録出願件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30：主要国・機関における意匠登録出願件数の推移 
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図 28：意匠審査のＦＡ件数及び登録査定件数の推移 

 

図 27：意匠登録出願件数の推移 

図 29：意匠審査のＦＡ期間の推移 
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（備考）欧州、韓国の数値は、それぞれ EUIPO、KIPO へ 

出願された意匠数を示す。 

（備考）欧州、韓国の数値は、それぞれ EUIPO、KIPO へ 

出願された意匠数を示す。 
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図 32：日米欧中韓間の意匠登録状況（2014 年） 
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２．４．審判  

 審判は、審査の上級審として審査官の拒絶査定を

見直す役割、及び産業財産権の有効性をめぐる紛争の

早期解決に資する役割を担っている。上級審としての

役割を主な機能とする拒絶査定不服審判等の権利付

与前の審判の請求動向は、審査の動向との関係が深い。

また、紛争の早期解決を主な機能とする無効審判等の

権利付与後の審判の請求動向は、侵害訴訟等の産業財

産権に係る紛争の動向と深く関係している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拒絶査定不服審判の、2015 年の平均審理期間は、

特許・実用新案では 12.5 か月、意匠では 7.3 か月、

商標では 7.1 か月であった（図 35 参照）。また、特

許・実用新案の拒絶査定不服審判の審理結果について、

請求成立とした審決の割合（請求成立率）は、2008 年

以降上昇傾向にあり、2015 年では 60％であった（図

34-2 参照）。 

 

2015 年における拒絶査定不服審判の請求件数は、特

許においては、前年比 15.0％減の 21,858 件、意匠に

ついては、前年比 0.5％増の 391 件、商標については、

前年比 0.9％増の 853 件であった（図 33 参照）。 

2015 年における無効審判の請求件数は、特許につ

いては、前年比 5.6％増の 227 件であった。実用新案

については、2008 年以降、10 件以下で推移している。

意匠については、2006 年以降、20 件前後で推移して

いる。商標については、前年比 13.0％減の 100 件で

あった（図 34-1 参照）。 
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図 33：拒絶査定不服審判請求件数の推移 

図 34-2：拒絶査定不服審判事件における請求成立率の推移（特許） 

図 34-1 ：無効審判請求件数の推移 
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処理件数
＊1

平均審理
期間＊2

処理件数
＊1

平均審理
期間＊2

処理件数
＊1

平均審理
期間＊2

処理件数
＊1

平均審理
期間＊2

処理件数
＊1

平均審理
期間＊2

特許
実用

11,798 12.5か月 234 10.5か月 168 2.2か月 5　* 3
2.4か月

*3

意匠 451  7.3か月 12 16.6か月

商標 912  7.1か月 115  8.9か月 399 7.9か月 1,032 6.4か月

異議申立て 取消審判
拒絶査定
不服審判

無効審判 訂正審判

無効審判については、権利をめぐる紛争の早期解決

に寄与するため、優先的に審理を行っており、特許・

実用新案では、2015 年の平均審理期間は 10.5 か月で

あり、意匠では 16.6 か月、商標では 8.9 か月であっ

た。特許・実用新案の訂正審判は、侵害訴訟に関連し

て請求される場合が多いことから、優先的に審理を行

っており、2015 年の平均審理期間は 2.2 か月であっ

た。商標の異議申立ての、2015 年における平均審理

期間は 7.9 か月であり、取消審判の同期間は 6.4 か月

であった（図 35 参照）。また、審理の充実の観点から

口頭審理を積極的に活用しており、2015 年の口頭審

理の件数は、特許・実用新案では 215 件、意匠では

14 件、商標では 58 件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．審査体制整備のための取組 

３．１．世界最速・最高品質の知財システムの構築に

向けた取組 

出願内容の高度化・複雑化、先行技術文献調査の対象

となる蓄積文献数の増加等、特許審査における審査処理

の負担が年々増加している。こうした中、特許庁では、

迅速かつ的確な審査を行うため、約 500 名の任期付審

査官の採用や先行技術文献調査の下調査の外注の拡充

等の様々な取組を着実に実施することにより、審査体制

の整備や審査の効率化を図ってきた。 

 

 

2015年度の先行技術文献調査の下調査の登録調査

機関への発注件数は15.6万件である。また、近年の外

国語特許文献割合の増加や外国語特許文献の調査の

重要性の高まりに対応するため、2013年度から、登録

調査機関による先行技術文献調査の範囲を日本語特

許文献に加えて外国語特許文献にまで拡張しており、

2015年度は全体の約３分の２に相当する10.3万件に

ついて外国語特許文献を含めた調査を行った。 

特許審査の質の維持・向上に対する社会的要請は非

常に強く、特許庁では、世界最高品質の特許審査の実

現を目指している。具体的には、2014 年４月に「特

許審査に関する品質ポリシー」を公表するとともに、

2014 年８月には、このポリシーの基本原則に沿った

品質管理マニュアルを公表した。また、特許審査の一

連のプロセス（本願理解、先行技術文献調査、対比判

断、通知書の作成）を対象とした品質監査を実施する

ために、経験豊富な審査官からなる約 90 名の品質管

理官を配置した。 

 

（備考）ＪＰＯ の 2006～2015 年の括弧内は任期付審査官数 

 

図 36：登録調査機関への発注件数の推移 

図 37：審査官数の推移 

図 35：審理の状況 

＊1：取下げを含む。 

＊2：請求日から最終処分（審決・決定）までの期間の平均（ただ

し、特許の無効審判について、審決の予告を行うものは、審決の

予告までの期間） 

＊3：特許異議申立制度が施行された 2015 年 4 月 1 日からの値。 

15.6 
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３．２．出願人のニーズに応じた特許審査の実現に向

けた取組 

早期審査制度を利用した出願の 2015 年の一次審査

通知までの期間の平均は、早期審査の申請から平均

2.3 か月となっており、制度を利用しない出願と比べ

一次審査通知までの期間が大幅に短縮されている。 

 早期審査制度では、既に実施又は２年以内に実施予

定の発明に係る出願（実施関連出願）や、外国にも出

願している出願（外国関連出願）、また、中小・ベン

チャー企業や、研究成果の社会への還元が期待される

大学・ＴＬＯ、公的研究機関からの出願を対象として

いるほか、環境関連技術に関する出願（グリーン関連

出願）についても試行的に対象としている。2011 年

8 月からは、企業活動に必要な技術を早期に保護し活

用可能とすることで、震災からの復興を支援するため、

被災した企業、個人等の出願（震災復興支援関連出願）

も早期審査の対象に加えている。また、2012 年 11 月

からは、グローバル企業の研究開発拠点等の我が国へ

の呼び込みを推進するために施行された「特定多国籍

企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置

法（アジア拠点化推進法）」に基づく認定を受けた研

究開発事業の成果に係る発明についても、試行的に早

期審査の対象に加えている。 

 また、2008 年 10 月からは、通常の早期審査よりも

更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を試行

している。スーパー早期審査制度を利用した出願の

2015 年の一次審査通知までの期間の平均は、スーパ

ー早期審査の申請から平均 0.8 月（国内移行した特許

協力条約に基づく国際出願については平均 1.4 月）

となっている。 

 

 

 

 

  

図 38：早期審査申立件数の推移 
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中小企業、個人、大学等の出願の対象化(2000年7月) 

「外国関連」「中小企業出願の対象の拡大(2004年7月) 

中小企業等の申請要件緩和(2006年7月) 

アジア拠点化推進法関連出願の対象化（2012年11月） 
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４．国際的な制度調和及び国際協力等の取組  

４．１．国際協力等に関する取組 

（１）特許に関する国際的動向と取組 

(1)  市場のグローバル化に伴い、一つの発明につい

て複数の国・地域に対して出願するというグローバル

な出願活動が活発化している。企業がグローバルに事

業展開を行うためには、自国外においても安定した知

的財産の保護を受けられることが必要不可欠であり、

また、円滑にかつ予見性が高く知的財産権を取得でき

ることが望ましい。企業のグローバルな経済活動を支

えるために、各国の知的財産制度の更なる調和や新興

国等における知的財産のインフラ整備が強く求めら

れている。我が国特許庁は、日本、米国、欧州、中国、

韓国の五大特許庁会合や日本、中国、韓国特許庁会合

等において、制度調和に関する議論をリードする一方、

成長著しいＡＳＥＡＮ各国とも連携強化を図るなど、

グローバルな知的財産制度の構築を目指している。 

このような中、世界の出願の約８割を占める日米欧

中韓からなる五大特許庁（以下、「五庁」）会合におい

て、2007 年以降、出願件数・ワークロードの増加に

対応するため、審査結果の相互利用、手続の簡素化、

審査の質の維持・向上等の課題について検討を行って

いる。 

2015年５月に中国で開催された五庁長官会合では、

ＩＴを活用した新たな五庁共同サービスに関し、特に

ユーザーから優先的な対応が求められている項目の

サービス構想に五庁で合意したほか、特許審査ハイウ

ェイ（ＰＰＨ）の運用改善について意見交換した。さ

らに、特許情報の利用促進や知財制度の利便性向上等

の五庁協力の枠組で今後達成すべき目標や、その目標

を達成するために実施すべき取組等をまとめた五庁

共同声明に合意した。 

 

（２）特許審査に関する国際協力の推進  

（ⅰ）特許審査ハイウェイ 

特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）とは、第一庁（出願

人が最先に特許出願をした庁）で特許可能と判断され

た出願について、出願人の申請により、第一庁とこの

取組を実施している第二庁において簡易な手続で早

期審査が受けられるようにする枠組みである。 

ＰＰＨは 2006 年に日本国特許庁が提唱して、日米

間において世界で初めて開始して以来、参加国・地域

の数は、38 か国・地域に拡大しており（2016 年３月

末時点）、世界のＰＰＨ申請件数は累積 10 万件を超え

た（2015 年 12 月末時点）。日本国特許庁は、2015 年

４月にはチェコ共和国と、６月にはエジプトと、７月

にはルーマニア及びエストニアとＰＰＨを開始し、34

の国・地域とＰＰＨを実施している（2016 年３月末

時点）。 

また、2014 年１月から、多数国間の枠組みである

「グローバル特許審査ハイウェイ」を 17 の国・地域

で開始し、この枠組みに参加した知的財産庁の間では、

国によりどのＰＰＨが利用可能なのかを区別するこ

となく、全てのＰＰＨが利用可能となる。2015 年 7

月には、ドイツ及びエストニアが参加し、グローバル

ＰＰＨ参加国・地域の数は 21 の国・地域に拡大して

いる。将来的にこの枠組みが拡大することで、ＰＰＨ

はより便利な制度になると期待される。 

（ⅱ）国際審査官協議 

日本国特許庁は、先行技術文献調査及び審査実務の

相互理解に基づく特許審査のワークシェアリングの

促進、日本国特許庁の審査実務・審査結果の他庁への

普及、審査の質の高いレベルでの調和、特許分類の調

和、日本国特許庁の施策の推進等を目的として、審査

官同士が直接的な交流を行う取組である国際審査官

協議を実施している。2000 年４月から 2016 年３月末

までの累積で、短期又は中長期の国際審査官協議を、

27 の知的財産庁・組織と行っている。 

2015 年度は、五大特許庁に加え、ＡＳＥＡＮやイ

ンド、ブラジルをはじめとする新興国を中心に、日本

国特許庁の審査官を 44 名派遣するとともに、各国特

許庁審査官 20 名の受入を行った。 

（ⅲ）日米協働調査試行プログラム 

日本国特許庁は、新たな審査協力の取組として、米

国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）との間で 2015 年８月１

日から日米協働調査試行プログラム（日米協働調査）

を開始した。 

日米協働調査は、日米両国に特許出願した発明につ

いて、最初の審査結果を出願人に送付する前に、日 

米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結
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図 39：特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ)の概要 

 

図 40：日米協働調査試行プログラムの概要 

 

果及び見解を共有する取組である。両庁の調査結果及

び見解を踏まえ、両国の審査官が、それぞれ早期かつ

同時期に最初の審査結果を出願人に送付する。 

この取組により、「日米の審査官が早期かつ同時期

に審査結果を送付することで、ユーザーにとっての審

査・権利取得の時期に関する予見性が向上する」、「日

米の審査官が互いに同じ内容の一群の出願について

先行技術文献調査を協働して実施することにより、よ

り強く安定した権利をユーザーに提供することが可

能となる」等の効果が期待される。 
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４．２．知的財産保護のための国際的な取組 

二国間、多国間等の様々な枠組みを効果的に活用し、

アジア諸国を中心に知的財産権の保護水準の向上に

向けた制度の導入や運用の強化を要請するとともに、

その実現に必要な体制整備のため、人材育成や情報化

に対する支援を行っている。 

また、企業活動に悪影響をもたらす模倣品問題の

対策は急務であり、官民合同ミッションの派遣や二国

間協議を通じた相手国政府への模倣品対策強化の要

請と協力、「模倣被害調査報告書」の作成等の模倣品

対策に必要な情報の収集・提供、取締機関との連携を

実施している。一方、国内消費者向けに、知的財産権

の重要性や模倣品の弊害を周知するため、「模倣品・

海賊版撲滅キャンペーン」の実施による啓発活動等を

行っている。 

 

 

４．３．ＴＰＰ協定の国内実施の為の産業財産権制度

の検討 

2016 年２月、環太平洋パートナーシップ協定（Ｔ

ＰＰ協定）が署名された。本協定は、アジア太平洋地

域における高い水準の自由化を目標とし、物品市場ア

クセスやサービス貿易のみならず、知的財産分野等の

非関税分野についても、締約国間の共通ルールを策定

するものである。本協定の署名を受け、本協定の実施

を確保するための必要な措置の検討を行った。具体的

には、①特許出願前に自ら発明を公表した場合等に、

その公表によって新規性が否定されないとする新規

性喪失の例外期間を６月から１年に変更すること（特

許法）、②出願から５年又は審査請求から３年 

 

 

のいずれか遅い日以後に特許権の設定登録があった

場合に、特許期間を延長できる制度を導入すること

（特許法）、及び、 

③商標の不正使用に係る法定損害賠償制度を導入す

ること（商標法）の３点につき、2016 年２月に、産

業構造審議会知的財産分科会にて、審議を行った。審

議を踏まえ策定した特許法の改正案及び商標法の改

正案を含む、環太平洋パートナーシップ協定の締結に

伴う関係法律の整備に関する法律案が、2016 年３月

８日に閣議決定され、同日、第 190 回通常国会へ提出

された。 

 

 

図 41：模倣品・海賊版撲滅キャンペーン 

キャンペーンイメージ  
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５．知的財産活動の活性化のための取組  

５．１．中小企業等に対する支援  

特許庁では、我が国の産業基盤を支えるとともに、

地域経済の担い手として大きな役割を果たす中小企

業や、新規産業の創出が期待されるベンチャー企業等

に対して「知財意識」から「海外展開」まで様々な施

策を通じて総合的に支援している。 

 

（１）特許料・審査請求料の減免措置 

特許庁は、特許法、産業技術力強化法及び中小もの

づくり高度化法 1等に基づき、個人・法人及び研究開

発型中小企業等を対象に、一定の要件を満たすことを

条件として、特許料等の減免措置を講じている。また、

2014 年４月１日から、産業競争力強化法に基づき、

中小ベンチャー企業、小規模企業等を対象に一定の要

件を満たすことを条件として、従来の軽減措置を拡充

している。当該措置 2はこれまでと比較して、非課税

法人に限らず広く小規模企業等に対象を拡大し、国内

出願のみならず国際出願の料金も対象とし、料金を３

分の１にまで軽減すべく軽減幅を深掘りしている。 

 

（２）知財総合支援窓口 

 中小企業等が企業経営の中でノウハウも含めた知

的財産活動が円滑にできるよう、知的財産支援の拠点

として、知財総合支援窓口を全国 47 都道府県に設置

している。窓口では無料・秘密厳守で、知的財産に関

する悩みや課題を一元的に受け付けるとともに、様々 

な専門家や支援機関と協働でワンストップの支援サ

ービスを提供している。2014 年度からは、ワンスト 

ップサービスを充実すべく、従来の派遣型の専門家活 

用に加え、弁理士・弁護士等の知財専門家を窓口に配 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律。 

願を行う場合が対象。  

置（弁理士週１回以上、弁護士月１回以上）しており、 

2015 年度にはその数を倍増させることにより、体制

を強化した。 

 

（３）営業秘密・知財戦略に関する相談 

 近年、イノベーション手法の変化や新興国企業の技

術力向上に伴う産業構造のパラダイムシフトにより、

企業が生み出した技術について、他社に使わせるオー

プン戦略と自社で独占するクローズ戦略とを適切に

組み合わせる等、より複雑かつ高度な知財戦略を策定

することが重要となっている。 

 特許庁は、こうした企業の知財戦略の複雑化や高度

化への対応を支援するため、中小企業等からの営業秘

密・知財戦略に関する相談を受け付ける体制の整備を

進めてきたところ、2015 年２月２日、ＩＮＰＩＴに

「営業秘密・知財戦略相談窓口」～営業秘密 110 番

～ を設置した。 

 「営業秘密・知財戦略相談窓口」では、中小企業等

において生み出された技術について、特許としての権

利化、営業秘密としての秘匿化を含むオープン・クロ

ーズ戦略等の具体的な知財戦略に加え、秘匿化を選択

した際の営業秘密の管理手法、また営業秘密の漏え

い・流出への対応等に関する相談に、経験豊富な企業

ＯＢや弁護士等の知財専門家が対応している。 また、

全国にある知財総合支援窓口とも連携することによ

り、各地の中小企業等が気軽に専門家に相談すること

を可能にしている。さらに、営業秘密の漏えい・流出

に関する被害相談については警察庁と、サイバー攻撃

など情報セキュリティに対する相談については独立

行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）と連携するなど、

関係機関と協力して対応している。 

  

図 42：営業秘密に関する相談に係る知財総合支援窓口と関係機関との連携 
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（４）外国出願支援事業（補助金） 

中小企業における戦略的な外国出願を促進するた

め、都道府県等中小企業支援センター及び日本貿易振

興機構（ＪＥＴＲＯ）を通じて、外国への事業展開等

を計画している中小企業の外国出願（特許、実用新案、

意匠、商標）にかかる費用（外国特許庁への出願料、

国内・現地代理人費用、翻訳費等）の一部を補助して

いる。補助率は２分の１以内で、案件ごとの上限額は、

特許 150 万円、実用新案・意匠・商標 60 万円、冒認

対策商標（※）30 万円。１企業に対する上限額は 300

万円。 

※冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出

願）の対策を目的とした商標出願。 

 

（５）海外侵害対策支援事業（補助金） 

中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進す

るため、ＪＥＴＲＯを通じて、模倣品の製造元や流通

経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基

づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発までを実施

し、その費用の一部を補助している。補助率は３分の

２以内で、１企業に対する上限額は 400 万円。また、

2015 年度から、海外で冒認出願され取得された権利

等に基づいて中小企業等が知的財産侵害で訴えられ

た場合の弁護士への相談や訴訟準備・訴訟にかかる費

用の一部を助成する防衛型侵害対策を実施。補助率は

３分の２以内で、１企業に対する上限額は 500 万円。 

（６）知財金融促進事業 

 中小企業の知財を活用したビジネスの価値・評価を

見える化して金融機関からの融資につなげるため、金

融機関向けに「知財ビジネス評価書」の提供、知財融

資促進のためのマニュアル作成、知財金融シンポジウ

ムの開催など、包括的な取組を行っている。 

2015 年度は、「知財ビジネス評価書」を 63 の金融

機関に 150 件提供、金融機関職員向けに知財融資マニ

ュアルを作成、「知財ビジネス評価書」を活用した融

資の成功事例集を紹介するため大阪（７月）・東京（１

月）で知財金融シンポジウムを開催した。 

 

（７）産業財産権専門官 

特許庁職員である産業財産権専門官が、全国の中小

企業へ特許・商標等に関する制度や支援策等を効果的

に活用できるように個別訪問して、直接説明している。

また、中小企業経営者の集まりや自治体、金融機関を

はじめとする中小企業の支援機関等を対象としたセ

ミナーへの講師派遣を通じて、知的財産権制度及び各

種支援策に関する普及・啓発を行っている。 

  

図 43：中小企業等に対する総合的な支援の概要 
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５．２．大学等に対する支援 

（１）広域大学知的財産アドバイザー派遣事業 

大学が知的財産活動を行うに当たり、まずは、大学

組織内に知的財産管理体制を構築することが必要で

ある。特許庁・ＩＮＰＩＴでは、大学における知的財

産管理体制の構築を支援するため、個別の大学にアド

バイザーを派遣する事業を 2002 年度から実施し、

2011 年３月までの派遣実績は、延べ 60大学に上った。 

2011 年４月からは支援の仕組みを変え、地域や技

術分野ごとに形成された複数の大学からなるネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公設試知的財産アドバイザー派遣事業 

特許庁では、2013 年度から知的財産に関する専門

人材である公設試知的財産アドバイザーを公的試験

研究機関に派遣（最長３か年度）しており、知的財産

管理活用体制の整備を支援することにより、公的試験 

 

 

ワークに広域大学知的財産アドバイザーを派遣し、知

的財産管理体制の構築・強化等への支援を通じ、ネッ

トワーク内の大学全体における知的財産活動の底上

げと、産学連携の裾野の拡大を図った。 

2015 年度は、2014 年度一定の成果をあげ自立的運

営に移行した５ネットワークを除く、９ネットワーク

に広域大学知的財産アドバイザーを派遣し、このネッ

トワークを通じた支援校の数は 2016 年３月末現在で

延べ 137 校に上る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究機関が保有する技術等の地元企業への円滑な移

転を促進し、地域における新たな事業分野の開拓及び

産業技術の向上等を図っている。 

 2015 年度は、５機関に公設試知的財産アドバイザ

ー６名を派遣した。 

 図 45：公設試知的財産アドバイザー事業の概要 

図 44：広域大学知的財産アドバイザー事業の概要 
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５．３．知財活用全般に対する支援  

（１）知的財産プロデューサー派遣事業 

公的資金が投入された研究開発コンソーシアムや

大学には、革新的な研究成果の創出や国際競争力の向

上が期待されている。我が国のイノベーションの促進

に寄与することを目的とし、研究開発プロジェクトを

推進する研究開発機関等を対象に、知的財産の視点か

ら、成果の活用を見据えた戦略の策定、研究開発プロ

ジェクトの知的財産マネジメント等を支援するため、

企業での知的財産実務経験等を有する専門人材であ

る知的財産プロデューサーをプロジェクトの初期段

階から派遣している。 

具体的には、プロジェクト発足前では知財ポリシー

の策定支援、プロジェクト初期では知的財産に関する

意思決定機関の設置や規程類の制定支援、プロジェク

ト推進期では戦略的な特許等取得のための支援や、そ

のための国内外の知的財産情報の収集・分析支援、プ

ロジェクト終期ではプロジェクト全体で獲得した知

財成果の総括と情報共有の支援、プロジェクト終了後

では知財管理主体における知財管理・活用の支援を行

っている。 

 ◇2015 年度実績 延べ 37 プロジェクトに派遣 

（２）海外知的財産プロデューサー派遣事業 

海外展開において刻々と変化するビジネスのステ

ージに応じ、知的財産リスクへの対応やライセンスと

いった知的財産の活用等の知的財産全般のマネジメ

ントが必要になる。このような海外進出先の情勢や制

度、事業目的・内容に応じた、知的財産権の取得・管

理・活用、海外市場への技術移転支援、知的財産戦略

の策定等、知的財産全般の多様なマネジメント支援の

ため、2011 年度から、海外駐在経験、知的財産実務

経験が豊富な民間企業出身の専門人材を海外知的財

産プロデューサーとしてＩＮＰＩＴに配置し、関係機

関と連携しながら中堅・中小企業等に対する支援を行

っている。 

 具体的には、海外知的財産プロデューサーは、海外

での事業展開を考えている企業等に対して、ビジネス

の形に応じた様々な知的財産リスクについてのアド

バイスを行い、ビジネス展開に応じた知的財産の権利

化（例えば、どのような権利をどの地域で取得するべ

きか）や、取得した権利を利益に結びつけるための活

用の方法（例えば、企業の海外進出目的や保有する知

的財産に合わせたビジネススキームの提案）について

支援している。 

また、海外知的財産プロデューサーは、海外ビジネ

ス上の様々な知的財産リスクやビジネスと知的財産

の関係について理解を広げるための講演も行ってい

る。 

 ◇2015 年度実績  

支援企業等 295 社   講演等 89 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 46：知的財産プロデューサーの業務の例 
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（３）地域団体商標制度 

地域名と商品（役務）名を組み合わせた地域ブラン

ドを商標権として、より適切に保護するため、2005

年に商標法が一部改正され、2006 年４月に、地域団

体商標制度が施行された。 

本制度は、地域の事業者団体による積極的な活用に

よって、地域経済の持続的な活性化につながることを

目指し、導入されたものである。 

具体的には、地域名及び商品（役務）名のみからな

る商標であっても、事業協同組合や農業協同組合等、

NPO 法人、商工会議所、商工会によって、商品の産地

である等の地域との密接な関連性を有する商品等に

使用されたことにより、その商標が当該組合又はその

構成員のものであると一定程度広く知られている場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合には、商標登録を受けることができるというもので

ある。 

地域団体商標出願は、2006 年４月１日に出願の受

付を開始し、2016 年３月末までに 1,130 件が出願さ

れ、592 件について設定登録された。 

地域団体商標制度の更なる普及を促すため、2015

年 12 月末までに商標登録された 587 件の商品や役務

（サービス）の内容について紹介した冊子「地域団体

商標事例集 2016」を 2016 年３月に作成した。 

また、2008 年 10 月１日から初心者を対象とした商

標制度及び地域団体商標制度周知用ビデオコンテン

ツをインターネット配信し、利用促進を図っている。 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

  

図 47：海外知的財産プロデューサー派遣事業 
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 図 48：地域団体商標マップ 
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